南木曽町滞在型サテライトオフィス設置及び管理運営に関する条例をここに公布する。
令和８年２月25日
南木曽町長　　　　　　　
南木曽町条例第１号
南木曽町滞在型サテライトオフィス設置及び管理運営に関する条例
(趣旨)
第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、本町への事務所の立地、起業及び新たな産業の育成の推進、テレワーカー誘致を図るため滞在型サテライトオフィス（以下「施設」という。）の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (名称及び位置)
第２条　施設の名称は、「南木曽町滞在型サテライトオフィス」とし、南木曽町読書3256番地２に設置する。
(使用できる者の資格)
第３条　施設を使用することができる者は、次の各号いずれかに該当する法人、団体又は個人とし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団、若しくは暴力団員等反社会的勢力と関係を有しない者とする。
（１）町内において情報通信技術を活用して、事業者が本来本社等で行う業務と同様の業務を行う遠隔地の事業所の導入を検討している事業者
（２）町内において情報通信技術を活用して、時間や場所を選ばない柔軟な働き方
の実施を検討している者
（３）起業等により本町に定着し、活動の拠点を設ける見込みの者
（４）その他、町長が認めた者
 (使用の許可)
第４条　施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
（使用期間）
第５条　施設の使用期間は、連続する３日以上、90日以内とする。
２　使用期間は、前項において定めた期間により終了しするものとする。ただし、前条の許可を再度受けた者は、再使用できるものとする。
(使用料)
第６条　施設を使用する者（以下、「使用者」という。）は、別表に定める区分に従い使用料を納めなければならない。ただし、町が主催する事業で使用する場合は無料とする。
２　使用料は、使用開始前までに納付しなければならない。
３　既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用許可の取消等)
第７条　町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用に係る許可を取り消すことができる。現に施設を使用している場合は、使用を停止させ、退去させることができる。
（１）当該施設を目的以外に使用したとき
（２）施設の管理上特に必要があると認められるとき
（３）規則に定める禁止行為のあったとき
（使用者の責務）
第８条　使用者は、町長の承認を受けないで施設の改変及び新たな設備を設置してはならない。
２　使用者は、施設を使用するにあたり、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３　施設の使用を終了するときは、施設及び設備を原状に復し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
４　町が依頼する利用に関するアンケート、ヒアリング等に協力しなければならない。
（損害の賠償）
第９条　使用者は、故意又は重大な過失により施設及び設備の破損または滅失したときは、その損害を賠償し、これを原状に回復しなければならない。
（管理の委託）
第10条　町長は、施設の管理を委託することができる。
（委任）
第11条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附　則
　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
別　表（第６条関係）
	区　分
	使用料（日額）

	１部屋使用
	　１，０００円

	１棟使用（２部屋）
	　　２，０００円


